
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カロチノイド又はレチノイドと、イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油と
を含有することを特徴とする皮膚外用剤。
【請求項２】
　カロチノイド又はレチノイドを安定に含有するものである請求項第１項記載の皮膚外用
剤。
【請求項３】
　皮膚老化防止作用を有するものである請求項第１項記載の皮膚外用剤。
【請求項４】
　イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油において、その酸化エチレン付加モ
ル数が４０～６０である請求項第１項乃至第３項のいずれかに記載の皮膚外用剤。
【請求項５】
　カロチノイド又はレチノイドが、アスタキサンチン、リコピン、β―カロチン、ゼアキ
サンチン、ルテイン、カンタキサンチン、クリプトキサンチン、ビオラキサンチン、カプ
サンチン、フコキサンチン、レチノール、パルミチン酸レチノール、酢酸レチノール、デ
ヒドロレチナール及びそれらの誘導体の１種または２種以上から選ばれたものである請求
項第１項乃至第４項のいずれかに記載の皮膚外用剤。
【請求項６】
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カロチノイド又はレチノイドが、アスタキサンチン及びその誘導体である請求項第１項



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は皮膚外用剤に関する。さらに詳細には、有効成分として配合されるカロチノイド
やレチノイドの安定性を確保し、皮膚のくすみ、シミ、ソバカスまたは老人性色素斑及び
肝斑などの色素沈着や、シワ、タルミの予防及び改善等の皮膚老化防止作用に優れた皮膚
外用剤に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、乳液、クリーム、化粧水、パック、分散液、洗浄料、軟膏、外用液等の皮膚外
用剤には、これらに所定の薬効を付与することを目的として種々の薬効成分が加えられて
いる。たとえば、皮膚のくすみ、シミ、ソバカス、老人性色素斑及び肝斑などの色素沈着
や、シワ、タルミの予防及び改善等の皮膚老化の防止を目的として、ビタミンＡ、ビタミ
ンＥやβ―カロチン等の薬効成分が加えられている。
【０００３】
しかしながら、これらの薬効成分を単に含有した皮膚外用剤では、薬効成分の効果が十分
に発揮されなかったり、また、薬効成分の薬効を得るのに十分な量を添加すると安定性に
欠けたり使用感が悪くなる場合があり、その改善が望まれていた。特に、カロチノイドや
レチノイドは優れた皮膚老化防止作用を有することは知られていたが、製剤中に安定に配
合することが難しく、これら成分を皮膚外用剤の配合成分として利用する上で隘路となっ
ていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従って本発明は、カロチノイドやレチノイドを製剤中で安定に配合する技術を見出し、こ
れらを配合した優れた皮膚老化防止作用を有する皮膚外用剤を提供することを課題とする
ものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、カロチノイドやレチノイドを製剤中で安定に保持しうる成分について種々
検索を行っていたところ、イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油がカロチノ
イドやレチノイドを安定に保つ作用を有することを見出した。そして、カロチノイドやレ
チノイドとイソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油とを組合せて配合すれば、
カロチノイドやレチノイドの薬効が十分に発揮され、優れた皮膚老化防止作用を有する皮
膚外用剤が得られることを見出し、本発明を完成した。
【０００６】
すなわち本発明は、カロチノイド又はレチノイドと、イソステアリン酸ポリオキシエチレ
ン硬化ヒマシ油とを含有することを特徴とする皮膚外用剤を提供するものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明の皮膚外用剤において、配合されるれるカロチノイド又はレチノイドとしては、ア
スタキサンチン、リコピン、β－カロチン、ゼアキサンチン、ルテイン、カンタキサンチ
ン、クリプトキサンチン、ビオラキサンチン、カプサンチン、フコキサンチン、レチノー
ル、パルミチン酸レチノール、酢酸レチノール、デヒドロレチナール及びそれらの誘導体
が例示される。これらは、化学合成品であっても、また、植物、動物、微生物などの天然
物から抽出されたものであってもよい。更に、天然物からこれらの物質を抽出、製造する
にあたっては、その原料種類や産地は特に限定されない。
【０００８】
例えば、上記のうち、アスタキサンチンとしては、例えば、以下のようにして調製される
ものが好ましく利用できる。すなわち、オキアミ科オキアミ（ Euphausia　 similis　 G.O.
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）に抽出溶媒を加え抽出し、この抽出液を瀘別してアスタキサンチン抽出物エキスを得、
次いで、この抽出エキスから抽出溶媒を留去し、必要に応じて水素添加や加水分解等の化
学反応を行ない、最後に、分子蒸留若しくはカラムクロマトグラフィーや高速液体クロマ
トグラフィー（ＨＰＬＣ）等の手段を用いて脱臭、精製を行なうことにより得られる精製
アスタキサンチンを用いることができる。
【０００９】
天然物からアスタキサンチン等のカロチノイドやレチノイドを得る場合の抽出溶媒として
は、例えば低級１価アルコール（メチルアルコール、エチルアルコール、１－プロパノー
ル、２－プロパノール、１－ブタノール、２－ブタノール等）、液状多価アルコール（グ
リセリン、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール等）、低級アルキルエス
テル（酢酸エチル等）、炭化水素（ベンゼン、ヘキサン、ペンタン等）、ケトン類（アセ
トン、メチルエチルケトン等）、エーテル類（ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、
ジプロピルエーテル等）、アセトニトリルなどが挙げられ、その中から１種または２種以
上を用いることができ、これらの混合溶媒を用いることもできる。
【００１０】
一方、本発明において用いられるイソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油は、
乳化、可溶化性能に優れる非イオン界面活性剤であり、例えば、エマレックスＲＷＩＳ－
１５０、－１６０（日本エマルジョン社製）等の商品名で市販されている。このイソステ
アリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油には、酸化エチレン付加モル数の異なるいくつ
かのものが提供されており、それぞれ、カロチノイドやレチノイドを安定に保持する作用
を有するが、特に酸化エチレン付加モル数が４０～６０であるものが特に好ましい。
【００１１】
本発明の皮膚外用剤は、常法に従ってカロチノイド又はレチノイドとイソステアリン酸ポ
リオキシエチレン硬化ヒマシ油を適当な皮膚外用剤担体と組み合わせることにより調製さ
れる。
【００１２】
皮膚外用剤の調製に当たってのカロチノイド又はレチノイドの配合量は、好ましくは０．
０００００１～５質量％（以下単に「％」で示す）であり、より好ましくは０．００００
１～２％である。この範囲内であれば、製剤的に問題を生じることなく、高い老化防止効
果を得ることができる。なお、カロチノイド又はレチノイドを含有する抽出液を使用する
場合は、溶質である乾燥固形分の含有量が上記範囲内であれば良く、その抽出液濃度も何
ら限定されるものではない。
【００１３】
一方、本発明の皮膚外用剤におけるイソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油の
配合量は、好ましくは、０．００１～２％であり、より好ましくは、０．０１～１％であ
る。この範囲であれば、カロチノイド又はレチノイドを安定に配合することができ、かつ
、高い老化防止効果を発揮することができる。
【００１４】
かくして得られる本発明の皮膚外用剤には、更に必要に応じて、本発明の効果を損なわな
い範囲で、通常、化粧料や医薬部外品、外用医薬品等の製剤に使用される成分、例えば、
水 (精製水、温泉水、深層水等の他、植物などを水蒸気蒸留した際に得られる水分も含む )
、油剤、界面活性剤、金属セッケン、ゲル化剤、粉体、アルコール類、水溶性高分子、皮
膜形成剤、樹脂、包接化合物、抗菌剤、香料、消臭剤、塩類、ｐＨ調整剤、清涼剤、植物
・動物・微生物由来の抽出物、血行促進剤、美白剤、細胞賦活剤、紫外線吸収剤、抗炎症
剤、抗酸化剤、収斂剤、抗脂漏剤、保湿剤、キレート剤、角質溶解剤、酵素、ホルモン類
、ビタミン類等を加えることができる。好適な成分の具体例としてはそれぞれ以下に示す
ものが挙げられる。ここで、「誘導体」には、形成可能な塩が含まれる。
【００１５】
油剤としては、基剤の構成成分又は使用性、使用感を良くするものとして、通常の化粧料
に使用されるものであれば、天然系油であるか、合成油であるか、或いは、固体、半固体
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、液体であるか等の性状は問わず、炭化水素類、ロウ類、脂肪酸類、高級アルコール類、
エステル油、シリコーン油類、フッ素系油類等を使用することができる。好ましい油剤の
例としては、スクワラン、ワセリン等の炭化水素類、ヒマシ油、ミンク油等の植物や動物
由来の油脂、ミツロウ、カルナウバロウ、キャンデリラロウ、ゲイロウ等のロウ類等が挙
げられる。
【００１６】
ゲル化剤は、系の安定化や使用性、使用感を良くするために用いられ、Ｎ－ラウロイル－
Ｌ－グルタミン酸等のアミノ酸誘導体、デキストリンパルミチン酸エステル等のデキスト
リン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、有機変性粘土鉱物等が挙げられる。
【００１７】
粉体は、主としてメーキャップ化粧料における着色や皮膚の隠蔽、又は使用感を良くする
ため等多目的に用いられ、通常の化粧料に使用されるものであれば、その形状（球状、針
状、板状等）や粒子径（煙霧状、微粒子、顔料級等）、粒子構造（多孔質、無孔質等）を
問わず、いずれのものも使用することができる。この粉体のうち、無機粉体としては、例
えば、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、タルク、雲母、合成雲母、マイカ、カオリン、セ
リサイト、ケイ酸、無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、セラミックスパウダ
ー、窒化ホウ素等が、有機粉体としては、例えば、ポリエステルパウダー、ポリエチレン
パウダー、ポリスチレンパウダー、ナイロンパウダー、ラウロイルリジン等がそれぞれ挙
げられる。また、粉体のうち、有色顔料としては、酸化鉄、カーボンブラック、酸化クロ
ム、紺青、群青等の無機系顔料や、タール系色素をレーキ化したもの、天然色素をレーキ
化したものが挙げられ、パール顔料としては、酸化チタン被覆雲母、酸化チタン被覆マイ
カ、オキシ塩化ビスマス、酸化チタン被覆オキシ塩化ビスマス、酸化チタン被覆タルク、
魚鱗箔、酸化チタン被覆着色雲母等、その他タール色素、カルミン酸等の天然色素等が挙
げられる。これらの粉体は、複合化したり、油剤やシリコーン又はフッ素化合物で表面処
理を行なっても良い。
【００１８】
アルコール類としてはエタノール、イソプロパノール等の低級アルコール、グリセリン、
ジグリセリン、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、
プロピレングリコール、ジプロピレングリコ－ル、１，３－ブチレングリコール、ポリエ
チレングリコール等が挙げられる。
【００１９】
水溶性高分子は、系の安定化や使用性、使用感を良くするために、また保湿効果を得るた
めに用いられる。水溶性高分子の具体例として、カラギーナン、ペクチン、寒天、ローカ
ストビーンガム等の植物系高分子、キサンタンガム等の微生物系高分子、カゼイン、ゼラ
チン等の動物系高分子、デンプン等のデンプン系高分子、メチルセルロース、エチルセル
ロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ニトロセルロー
ス、結晶セルロース等のセルロース系高分子、アルギン酸ナトリウム等のアルギン酸系高
分子、カルボキシビニルポリマー等のビニル系高分子、ポリオキシエチレン系高分子、ポ
リオキシエチレンポリオキシプロピレン共重合体系高分子、ポリアクリル酸ナトリウム等
のアクリル系高分子、ベントナイト、ヘクトライト等の無機系水溶性高分子等が挙げられ
る。また、この中には、ポリビニルアルコールやポリビニルピロリドン等の皮膜形成剤も
含まれる。
【００２０】
動物または微生物由来抽出物としては、血清除蛋白、脾臓、トリ等の卵成分、卵殻膜抽出
物、鶏冠抽出物、貝殻抽出物、貝肉抽出物、ローヤルゼリー、シルクプロテイン及びその
分解物又はそれらの誘導体、ヘモグロビン又はその分解物、ラクトフェリン又はその分解
物、イカスミ等の軟体動物、魚肉等、鳥類、貝類、昆虫類、魚類、軟体動物類等の動物由
来の抽出物、霊芝抽出物等の微生物由来の抽出物等が挙げられる。動物または微生物由来
抽出物を配合することによって、保湿効果、細胞賦活効果、美白効果、抗炎症効果、活性
酸素除去効果、血行促進効果等を付与することができる。
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【００２１】
植物抽出物としては、植物の抽出部位や、抽出方法等に特に制限はなく、例えば植物の全
草、又は根、茎、幹、樹皮、幼芽、葉、花、果実、種子等から抽出することが出来、これ
らを乾燥、細切、圧搾、或いは発酵等、適宜処理を施し、種々の適当な溶媒を用いて低温
もしくは室温～加温下で抽出することができる。抽出溶媒としては、例えば水；メチルア
ルコール、エチルアルコール等の低級１価アルコール；グリセリン、プロピレングリコー
ル、１，３－ブチレングリコール等の液状多価アルコール等の１種または２種以上を用い
ることができる。また、ヘキサン、アセトン、酢酸エチル、エーテル等の親油性溶媒を用
いて抽出することもでき、その他、スクワラン等の油性成分等により抽出したものでも良
い。得られた抽出液は濾過または吸着、脱色、精製して溶液状、ペースト状、ゲル状、粉
末状とすることもできる。必要ならば、効果に影響のない範囲で更に、脱臭、脱色等の精
製処理をしても良い。植物としては、アスパラガス、ノイバラ（エイジツ）、キイチゴ、
クララ（クジン）、ケイケットウ、ゴカヒ、コーヒー、コメ、サイシン、サンザシ、シラ
ユリ、シャクヤク、茶、ブナ、ブドウ、ホップ、モッカ、ユキノシタ、アルテア、アシタ
バ、アルニカ、インチンコウ、イラクサ、キハダ（オウバク）、オトギリソウ、スイカズ
ラ（キンギンカ）、サルビア（セージ）、シコン、シラカバ、ムクロジ、レンゲソウ、イ
チョウ、オオムギ、センブリ、ナツメ（タイソウ）、ローズマリー（マンネンロウ）、オ
ウレン、グレープフルーツ、ゲンチアナ、サボンソウ、ショウブ、ジオウ、センキュウ、
ゼニアオイ（ウスベニタチアオイ）、ハマメリス、フキタンポポ、プルーン、ボダイジュ
、マロニエ、マルメロ等が挙げられる。植物抽出物を配合することによって、保湿効果、
細胞賦活効果、美白効果、抗炎症効果、活性酸素除去効果、血行促進効果等を付与するこ
とができる。（尚、かっこ内は、植物の別名、生薬名等を記載した。）
【００２２】
抗菌剤は、ニキビなどを予防、改善する目的で用いられ、安息香酸、安息香酸ナトリウム
、パラオキシ安息香酸エステル、パラクロルメタクレゾール、塩化ベンザルコニウム、フ
ェノキシエタノール、イソプロピルメチルフェノール等が挙げられる。これらを配合する
ことにより、ニキビなど細菌性の皮膚の炎症による色素沈着を抑制し、さらに高い老化防
止効果を発揮することができる。
【００２３】
活性酸素除去剤は、紫外線による過酸化脂質の生成などを抑制する目的で用いられ、スー
パーオキサイドディスムターゼ、マンニトール、クエルセチン、カテキン及びその誘導体
、チアミン類（チアミン塩酸塩、チアミン硫酸塩）、リボフラビン類（リボフラビン、酢
酸リボフラビン等）、ピリドキシン類（塩酸ピリドキシン、ピリドキシンジオクタノエー
ト等）、ニコチン酸類（ニコチン酸アミド、ニコチン酸ベンジル等）等のビタミンＢ類；
ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソール等が挙げられる。これらの
活性酸素除去剤を配合することによって、くすみを抑制し、より高い老化防止効果を発揮
することができる。
【００２４】
保湿剤としては、コラーゲン、エラスチン、ケラチン等のタンパク質またはそれらの誘導
体、加水分解物並びにそれらの塩、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸等のムコ多糖及び
その誘導体、セリン、グリシン、テアニン、アスパラギン酸、アルギニン等のアミノ酸及
びそれらの誘導体、ソルビトール、エリスリトール、トレハロース、イノシトール、グル
コース、キシリトール、蔗糖およびその誘導体、デキストリン及びその誘導体、ハチミツ
等の糖類、Ｄ－パンテノール及びその誘導体、糖脂質、セラミド等が挙げられる。これら
の保湿剤を配合することにより、より高い老化防止効果を発揮し、透明感のある肌を実現
することができる。
【００２５】
血行促進剤は、皮膚の血流をうながすことによってメラニンの排出を促進する目的で用い
られ、トウガラシチンキ、γ―オリザノール等が挙げられ、酵素としてはリパーゼ、パパ
イン等が挙げられる。これらを配合することにより、さらに高い老化防止効果が発揮でき
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る。
【００２６】
美白剤としては、ビタミンＣ及びその誘導体（Ｌ－アスコルビン酸リン酸エステル、Ｌ－
アスコルビン酸硫酸エステル、ジパルミチン酸Ｌ－アスコルビル、テトライソパルミチン
酸Ｌ－アスコルビル等）、グラブリジン、グラブレン、リクイリチン、イソリクイリチン
及びこれらを含有するカンゾウ抽出物等が挙げられる。
【００２７】
抗酸化剤としては、ビタミンＥおよびその誘導体（ｄｌ－α（β、γ）－トコフェロール
、酢酸ｄｌ－α－トコフェロール、ニコチン酸－ｄｌ－α－トコフェロール、リノール酸
－ｄｌ－α－トコフェロール、コハク酸ｄｌ－α－トコフェロール等のトコフェロール及
びその誘導体、ユビキノン類等）、ビタミンＤ及びその誘導体（エルゴカルシフェロール
、コレカルシフェロール、ジヒドロキシスタナール等）、ルチン及びその誘導体、チオタ
ウリン、タウリン、ハイドロキノン及びその誘導体、ヒスチジン、カテキン及びその誘導
体等が挙げられる。
【００２８】
抗炎症剤としては、グリチルリチン酸及びその誘導体、グリチルレチン酸及びその誘導体
等が挙げられる。
【００２９】
紫外線防止剤としては、パラメトキシケイ皮酸－２－エチルヘキシル、オキシベンゾン、
４－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、２－ヒドロキシ－４－メト
キシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸、
２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸ナトリウム、２－ヒドロ
キシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－硫酸ナトリウム、２－フェニルベンズイミダゾ
ール硫酸ナトリウム、酸化チタン、酸化亜鉛等が挙げられる。また、粉体は微粒子のもの
を用いるとより高い効果が発揮される。
【００３０】
本発明の皮膚外用剤の剤型は特に限定されず、種々の剤型、例えば、乳液、クリーム、化
粧水、パック、洗浄料、メーキャップ化粧料、分散液、軟膏などの化粧料や外用医薬品等
とすることができる。
【００３１】
【実施例】
次に試験例及び実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらになんら
制約されるものではない。
【００３２】
実  施  例  １
化粧水：
表１に示す処方及び下記製法で化粧水を調製した。これらの化粧水について、含有される
カロチノイドやレチノイドの安定性と、皮膚外用剤としての老化防止作用を評価した。こ
の結果を表２、３に示す。
【００３３】
（  処　方  ）
【表１】
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【００３４】
（  製　法  ）
Ａ．　成分（１）～（３）と（１４）を混合溶解する。
Ｂ．　成分（４）～（１３）を混合溶解する。
Ｃ．　「Ａ．」と「Ｂ．」を混合して均一にし、化粧水を得た。
【００３５】
（  安定性の評価  ）
カロチノイド及びレチノイドの安定性を確認するために、実施例１で得られた本発明品１
，２及び比較品１～４の化粧水を蛍光灯下に置き、１４日後のカロチノイド及びレチノイ
ドの極大吸収スペクトルを吸光度計（日立社製　Ｕ－３２１０）にて測定し、残存率を下
記の（１）式より求めて比較・評価した。結果を表２に示す。
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【００３６】
【数１】
残存率（％）＝（１４日後の吸光度／製造直後の吸光度）×１００……（１）
【００３７】
（  結　果  ）
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
【００３８】
（  老化防止作用の評価  ）
被験化粧水１品につき２２～４０才の女性１５名をパネルとし、毎日朝と夜の２回、１２
週間にわたって洗顔後に被験化粧水の適量を顔面に塗布した。塗布による老化防止効果を
以下の基準によって評価した。結果を表３に示す。
【００３９】
評価基準：
＜評　　価＞　　　　　　＜内　　　容＞
有　　効　　：　しみやくすみ、たるみが改善された。
やや有効　　：　しみやくすみ、たるみがやや改善された。
無　　効　　：　使用前と変化なし。
【００４０】
（  結　果  ）
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４１】
表２の結果に示されるように、カロチノイド (アスタキサンチンエステル )やレチノイド（
パルミチン酸レチノール）にイソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を組み合
わせることにより、カロチノイド等の安定性を高めることが可能となった。また、表３の
結果から、上記両成分を組み合わせた本発明品は、比較品１～４に比べ、皮膚に適用する
ことにより、しみやくすみ、たるみなどの老化した肌の症状を改善することができ、美し
い肌とすることが明らかとなった。
【００４２】
実  施  例  ２
クリーム：
下記の処方及び製法でクリームを製造した。
【００４３】
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【００４４】
（  製　法  ）
Ａ．　成分（１）～（８）及び（１０）を混合し、加熱して７０℃に保つ。
Ｂ．　成分（１２）の一部を加熱して７０℃に保つ。
Ｃ．　「Ａ．」に「Ｂ．」を加え、成分（１２）の残部で溶解した成分　　（９）及び（
１１）を混合した後、冷却してクリームを得た。
【００４５】
実  施  例  ３
乳液：
下記の処方及び製法で乳液を製造した。
【００４６】
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【００４７】
（  製　法  ）
Ａ．　成分（１２）～（１６）及び（１９）を加熱混合し、７０℃に保つ。
Ｂ．　成分（１）～（１１）を加熱混合し、７０℃に保つ。
Ｃ．　「Ａ．」に「Ｂ．」を加えて混合し、均一に乳化する。
Ｄ．　「Ｃ．」を冷却後、成分（１７）、（１８）及び成分（２０）～（２２）を加え、
均一に混合して乳液を得た。
【００４８】
実  施  例  ４

10

20

30

40

50

(10) JP 3770588 B2 2006.4.26



軟膏：
下記の処方及び製法で軟膏を製造した。
【００４９】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５０】
（  製　法  ）
Ａ．　成分（７）～（９）を加熱混合し、７５℃に保つ。
Ｂ．　成分（１）～（６）を加熱混合し、７５℃に保つ。
Ｃ．「Ａ．」を「Ｂ．」に徐々に加える。
Ｄ．「Ｃ．」を冷却し、軟膏を得た。
【００５１】
実  施  例  ５
軟膏：
下記の処方及び製法で軟膏を製造した。
【００５２】
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【００５３】
（  製　法  ）
Ａ．　成分（７）～（９）の一部を加熱混合し、７５℃に保つ。
Ｂ．　成分（１）～（６）を加熱混合し、７５℃に保つ。
Ｃ．　「Ａ．」を「Ｂ．」に徐々に加える。
Ｄ．　「Ｃ．」を冷却し、軟膏を得た。
【００５４】
実  施  例  ６
リキッドファンデーション：
下記の処方及び製法でリキッドファンデーションを製造した。
【００５５】
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【００５６】
（  製　法  ）
Ａ．　成分（１）～（１１）を混合溶解する。
Ｂ．　「Ａ．」に成分（１７）～（２２）を加え、均一に混合し、７０℃に保つ。
Ｃ．　成分（１２）～（１６）を均一に溶解し、７０℃に保つ。
Ｄ．　「Ｃ．」に「Ｂ．」を添加して、均一に乳化する。
Ｅ．　「Ｄ．」を冷却後、成分（２３）を添加してリキッドファンデーションを得た。
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【００５７】
実  施  例  ７
日やけ止め乳液：
下記の処方及び製法で日焼け止め乳液を製造した。
【００５８】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５９】
( 製　法  )
Ａ．　成分（１）～（７）及び（９）～（１２）を混合分散する。
Ｂ．　成分（８）及び（１３）～（１７）を混合分散する。
Ｃ．　「Ａ．」に「Ｂ．」を添加して、均一に乳化し、日やけ止め乳液を得た。
【００６０】
以上の実施例２～７で得た皮膚外用剤は、それぞれ経時安定性に優れ、また皮膚に適用す
ることにより、肌のシワ、タルミ、シミ及びくすみなどの老化防止効果に優れたものであ
った。
【００６１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の皮膚外用剤は、イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化
ヒマシ油を使用することにより、皮膚外用剤中にカロチノイドやレチノイドを安定に含有
することができるものであるため、カロチノイド等の有する、肌のシワ、タルミ、シミ及
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びくすみなどを防ぐという老化防止作用を十分に発揮させることのできるものである。
【００６２】
従って、本発明の皮膚外用剤は、老化防止を目的とする化粧品や医薬品等、例えば、乳液
、クリーム、化粧水、パック、分散液、洗浄料、軟膏、外用液等として有利に利用するこ
とができるものである。
以　　上

(15) JP 3770588 B2 2006.4.26



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－３３５２８４（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２５６１７３（ＪＰ，Ａ）
              特開平６－１２８１２３（ＪＰ，Ａ）
              特開平６－２６３６３０（ＪＰ，Ａ）
              特開平６－２４７８５３（ＪＰ，Ａ）
              特開平８－１１９８４９（ＪＰ，Ａ）
              特開平１－２２１３１２（ＪＰ，Ａ）
              特公昭２６－７１４５（ＪＰ，Ｂ１）
              特開平５－４９１８（ＪＰ，Ａ）
              特開平６－２９３６３８（ＪＰ，Ａ）
              特開平７－１１８１４７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61K  7/00
              A61K  7/48
              CA(STN)

(16) JP 3770588 B2 2006.4.26


	bibliographic-data
	claims
	description
	overflow

